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鹿児島県訓令第４号

鹿児島県公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県公印規程の一部を改正する訓令

鹿児島県公印規程（昭和27年鹿児島県訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。

「医薬品，医療機器

等の品質，有効性

及び安全性の確保

等に関する法律

（昭和35年法律第
「薬事法（昭和35年

145号）第24条第
法律第145号）第

２項の規定による
24条第２項の規定

医薬品の販売業の
による医薬品の販

別表中 を 許可の更新並びに に改める。
売業の許可の更新

同法第39条第４項
用（動物用医薬品

の規定による高度
等に関するものに

管理医療機器等の
限る。） 」

販売業及び貸与業

の許可の更新用

（いずれも動物用
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医薬品等に関する

ものに限る。） 」

附 則

この訓令は，平成26年11月25日から施行する。

鹿児島県告示第1026号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により，歳入の徴収の事務

を次のとおり委託した。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 歳入の種類

鹿児島県財産に関する条例（昭和39年鹿児島県条例第12号）第７条の規定によるふれあい

プラザなのはな館（体育館に限る。）の使用料

２ 委託の相手方

鹿児島市平之町８番29号

株式会社南和産業

３ 委託期間

平成26年10月１日から平成27年３月31日まで

鹿児島県告示第1027号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により，土地改良事業県営農

村振興総合整備霧島西部地区計牛・極楽換地区の換地計画に係る換地処分を，平成26年10月16

日に行った。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県告示第1028号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により鹿児島市から都市計画の決

定に係る図書の写しの送付を受けたので，同条第２項の規定により，次のとおり公衆の縦覧に

供する。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画の種類及び名称

 種類 鹿児島都市計画地区計画

 名称 シャイニーヒル広木地区地区計画

２ 関係図書の縦覧場所

鹿児島県土木部都市計画課

鹿児島県告示第1029号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規

定により鹿児島市から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２

項において準用する同法第20条第２項の規定により，次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画の種類

鹿児島都市計画用途地域

２ 関係図書の縦覧場所

鹿児島県土木部都市計画課

告 示
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鹿児島県告示第1030号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規

定により鹿児島市から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２

項において準用する同法第20条第２項の規定により，次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画の種類

鹿児島都市計画特別用途地区

２ 関係図書の縦覧場所

鹿児島県土木部都市計画課

鹿児島県告示第1031号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規

定により鹿児島市から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第２

項において準用する同法第20条第２項の規定により，次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成26年10月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 都市計画の種類及び名称

 種類 鹿児島都市計画土地区画整理事業

 名称 原良地区土地区画整理事業

２ 関係図書の縦覧場所

鹿児島県土木部都市計画課

大隅地域振興局告示第10号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

平成26年10月28日

大隅地域振興局長 三浩一

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

多機能事業所曽 曽於市大隅町月 医療法人常清会 鹿児島市南新町 川池 浩二 平成26年 生 活 介 護

らりす 野1944番地２ １番29号 1 0月１日 ・ 就 労 継

続 支 援 Ｂ

型

ＳｏＧｏｏｄ有 志布志市有明町 ＳｏＧｏｏｄ株 志布志市有明町 竹平加代子 平成26年 就 労 継 続

明 原1837番地８ 式会社 野神2800番地８ 1 0月１日 支 援 Ｂ 型

大規模小売店舗の新設に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に

より次のとおり大規模小売店舗の新設について届出があったので，関係書類を平成26年10月28

日から４月間，鹿児島県商工労働水産部商工政策課及び大島支庁総務企画部において縦覧に供

する。

なお，法第８条第２項の規定により意見を述べようとするものは，「意見 意見を述べ

る理由 氏名及び住所（団体にあっては，名称，代表者の氏名及び事務所の所在地） 大

規模小売店舗の名称及び所在地」を記載した意見書を，平成26年10月28日から４月以内に，鹿

児島県商工労働水産部商工政策課に到着するよう提出すること。

平成26年10月28日

公 告
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鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリ奄美店

奄美市名瀬和光町17番１ 外２筆

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び

住所並びに代表者の氏名

 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役 森信

福岡県朝倉市一ッ木1148番地の１

 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役 森信

福岡県朝倉市一ッ木1148番地の１

３ 大規模小売店舗の新設をする日

平成27年６月16日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,276平方メートル

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 駐車場の位置及び収容台数

第１駐車場 建物西側 26台

第２駐車場 建物敷地南側 22台

 駐輪場の位置及び収容台数

第１駐輪場 建物西側 11台

第２駐輪場 建物敷地北西側 ７台

 荷さばき施設の位置及び面積

建物南東側 60平方メートル

 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物東側 ６立方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

24時間営業

 来客が駐車場を利用することができる時間帯

24時間

 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

第１駐車場 ２箇所 建物敷地北側及び南側

第２駐車場 入口１箇所 建物敷地南側駐車場北側

出口１箇所 建物敷地南側駐車場北側

 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後10時まで

７ 届出年月日

平成26年10月15日

鹿児島県公安委員会告示第115号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成26年10月28日

鹿児島県公安委員会委員長 豊島忍

公 安 委 員 会 告 示
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遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲ黄門ちゃま５Ｍ９ＡＺ 株式会社平和 4P0865

ぱちんこ遊技機 ＣＲ黄門ちゃま５Ｌ９ＡＺ 株式会社平和 4P0901

ぱちんこ遊技機 ＣＲ哲也２ＢＬ－Ｔ 株式会社大一商会 4P0886

ぱちんこ遊技機 ＣＲ北斗の拳６宿命Ｈ８４ サミー株式会社 4P0910

ぱちんこ遊技機 ＣＲクリスタル＆ドラゴンＦＰＮ 株式会社藤商事 4P0920

ぱちんこ遊技機 ＣＲＡクリスタル＆ドラゴンＦＰ 株式会社藤商事 4P0935

Ｗ

ぱちんこ遊技機 ＣＲフィーバースター・ウォーズ 株式会社三共 4P0928

Ｒ

ぱちんこ遊技機 ＣＲフィーバースター・ウォーズ 株式会社三共 4P0940

Ｓ

ぱちんこ遊技機 ＣＲヱヴァンゲリヲン９Ｗ 株式会社ビスティ 4P0941

回胴式遊技機 シーマスター２ＧＧ 山佐株式会社 3S1138

回胴式遊技機 ニューパルサーＤＸＣＣ 山佐株式会社 4S0758

回胴式遊技機 ああっ女神さまっＦ 株式会社ディ・ライト 4S0337

回胴式遊技機 パチスロ 蒼穹のファフナーＡ 株式会社三共 4S0874


